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令和 7年 11月 11日 

全国老人保健施設連盟 令和 7年度第 1回大会資料 

 

    【規約の変更について】 

（主な内容） 

１．会員種別の名称を案のように改める。 

 

            現      →         案 

Ｐ会員             特別会員 

Ａ会員             協力正会員 

Ｂ会員             一般会員 

 

理 由：会員種別の違いをわかりやすくするため。また、現行のＢ会員の名称を「一般会員」とする

ことで加入促進につなげる。 

 

２．全老健の定款等を参考に、文言の整理等を行う。 

 

３．会費規程に、規程の変更に関することを追加する。 
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全国老人保健施設連盟規約の変更について 

現 行 変 更 案 

全国老人保健施設連盟規約 

平成 13 年 2 月 7 日 制  定 

平成 15 年 3 月 27 日 一部改正 

平成 26 年 11 月 14 日 一部改正 

平成 29 年 8 月 1 日 一部改正 

 

 

第１章  名称及び事務所 

（名称） 

第１条 本連盟は、全国老人保健施設連盟と称する。 

 

 

（事務所） 

第２条 本連盟の事務所は、東京都に置く。 

 

第２章  目的及び事業 

（目的） 

第３条 本連盟は、「公益社団法人全国老人保健施設協会」の目的を

達成するために必要な政治活動を行う。 

２ 「多職種協働による地域ケア」という観点から、地域活動の促

進を図るため、連盟支部の設立を促進する。 

全国老人保健施設連盟規約 

平成 13 年 2 月 7 日 制  定 

平成 15 年 3 月 27 日 一部改正 

平成 26 年 11 月 14 日 一部改正 

平成 29 年 8 月 1 日 一部改正 

令和 7 年 〇月 〇日 一部改正 

 

第１章  名称及び事務所 

（名称） 

第１条 本連盟は、全国老人保健施設連盟（以下「本連盟」といい、

略称を「老健連盟」とする。）と称する。 

 

（事務所） 

第２条 （略） 

 

第２章  目的及び事業 

（目的） 

第３条 本連盟は、「公益社団法人全国老人保健施設協会（以下「全

老健」という。）」の目的を達成するために必要な政治活動を行う。 
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（事業） 

第４条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

(1) 介護保健福祉医療対策推進のための政治活動 

(2) 調査研究並びに情報資料の収集、提供 

(3) 介護保健福祉医療対策に関する啓発活動 

(4) 関係団体との連携 

(5) 政策研究会の開催 

(6) その他目的達成に必要な事業 

 

第３章  会員 

（会員） 

第５条 本連盟の会員は、公益社団法人全国老人保健施設協会（以

下「全老健」という。）の会員もしくは、全老健会員施設職員及

び関係者であって、本連盟の目的に賛同する者とする。 

２ 会員は、次の３種とする。 

(1) Ｐ会員 ： 介護老人保健施設の開設者、管理者又はこれに準

ずる者 

(2) Ａ会員 ： 介護老人保健施設において管理職にある者等で、

別に定める要件を満たす者 

(3) Ｂ会員 ： 全老健会員施設職員及び関係者 

３ 会員の入会は、常任執行委員会でその可否を決定し、委員長

が本人に通知する。 

 

（事業） 

第４条 （略）  

 

 

 

 

 

 

 

第３章 会員 

（会員） 

第５条 本連盟の会員は、全老健の会員もしくは、全老健会員施設職

員及び関係者であって、本連盟の目的に賛同する者とする。 

 

 ２ 会員は、次の３種とする。 

(1) 特別会員 ： 全老健正会員等で本連盟の活動を支援・推進

するために入会した者 

(2) 協力正会員： 全老健会員施設の管理職等で本連盟の活動に

協力するために入会した者 

(3) 一般会員 ： 全老健会員施設職員及びその関係者 

２ 本連盟の会員になろうとする者は、別に定める方法で入会の申

込みをし、常任執行委員会の承認を受けなければならない。 
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（会費） 

第６条 会員は、別に定められた会費を納入しなければならない。 

 

（臨時会費及び拠出金） 

第７条 委員長は、緊急やむを得ない事情があると認めたときは、

臨時会費あるいは拠出金を徴収することができる。 

 

（戒告及び除名） 

第８条 会員で、本連盟の名誉を毀損し、または目的達成に違反す

るような行動があったときは、委員長は執行委員会の議を経て

戒告または除名することができる。なお、本人には弁明の機会

が与えられる。 

 

第４章  役員 

（役員の種類） 

第９条 本連盟に次の役員を置く。 

(1) 委員長          １名 

(2) 副委員長        若干名 

(3) 常任執行委員      若干名 

(4) 執行委員         47 名以内 

(5) 会計責任者        １名 

(6) 会計責任者の職務代行者  １名 

 

（会費） 

第６条 （略） 

 

（臨時会費及び拠出金） 

第７条 （略） 

 

 

（戒告及び除名） 

第８条 （略） 

 

 

 

 

第４章  役員 

（役員の種類） 

第９条 （略） 

(1) 委員長          １名 

(2) 副委員長        若干名 

(3) 常任執行委員      若干名 

(4) 執行委員         47 名以内 

(5) 会計責任者        １名 

(6) 会計責任者の職務代行者  １名 
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(7) 監事                     ２名 

２ 前項第２号から第７号までの役員は、委員長が委嘱する。 

 

（役員の選出） 

第 10 条 委員長は、全老健会長をもってこれにあてる。ただし、全

老健会長がこれにあたらない場合には、全老健会長がＰ会員の

中からこれを指名する。 

２ 副委員長及び常任執行委員は、Ｐ会員の中から若干名を委員

長が委嘱する。 

３ 執行委員は、委員長がＰ会員の中から都道府県ごとに１名委

嘱する。 

４ 役員の充足については、委員長が特に必要と認めた場合、執

行委員会の承認を得て、委員長が委嘱する。 

５ 会計責任者・会計責任者の職務代行者は、委員長が会員の中

から委嘱する。 

６ 監事は、委員長が会員の中から委嘱する。 

 

 

 

（役員の職務） 

第 11 条 委員長は、本連盟を代表し、会務を統括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐して会務を掌理し、委員長に事故

あるときは委員長があらかじめ定めた順位によりその職務を

(7) 監事                     ２名 

 

 

（役員の選出） 

第 10 条 委員長は、全老健会長をもってこれにあてる。ただし、全

老健会長がこれにあたらない場合には、全老健会長が特別会員

の中からこれを指名する。 

２ 副委員長及び常任執行委員は、委員長が特別会員の中から若

干名を委嘱する。 

３ 執行委員は、委員長が全老健支部長及び特別会員の中から都

道府県ごとに１名委嘱する。 

 

 

４ 会計責任者及び会計責任者の職務代行者は、委員長が会員の

中から委嘱する。 

５ 監事は、委員長が会員の中から委嘱する。 

６ 役員の充足については、委員長が特に必要と認めた場合、執

行委員会の承認を得て、委員長が委嘱する。 

 

（役員の職務） 

第 11 条 （略） 
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代理する。 

３ 本連盟の運営は、常任執行委員会により行う。常任執行委員

会の構成は、委員長、副委員長、常任執行委員及び会計責任者

とする。 

４ 会計責任者は、本連盟の会計を掌理する。 

５ 会計責任者の職務代行者は、会計責任者を補佐して本連盟の

会計を掌理し、会計責任者に事故あるときは、その職務を代理

する。 

６ 監事は、財産の状況及び業務の執行状況を監査する。 

 

（役員の任期及び解任） 

第 12 条 役員の任期は、全老健の役員任期と同じとし、再任を妨げ

ない。 

２ 役員に欠損が生じ、業務に支障あると認められた場合は、執

行委員会の承認を得て、委員長が補欠の役員を委嘱する。補欠

により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、任期満了後といえども、後任者が就任するまではそ

の職務を行う。 

４ 役員が本連盟の名誉を毀損し、又は目的、趣旨に反するよう

な行動があったときは、委員長は執行委員会の議決を経て、そ

の役員を解任することができる。 

 

第５章  名誉委員長、顧問、相談役及び参与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（役員の任期及び解任） 

第 12 条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章  名誉委員長、顧問、相談役及び参与 
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（委嘱、職務、任期） 

第 13 条 本連盟に名誉委員長、顧問、相談役及び参与を置くことが

できる。 

２ 名誉委員長、顧問、相談役及び参与は、執行委員会の承認を経

て、委員長が委嘱する。 

３ 名誉委員長、顧問及び相談役は、委員長の諮問に応ずる。 

４ 顧問、相談役及び参与は、会議に出席し、意見を述べることが

できる。 

５ 顧問、相談役及び参与の任期は、役員の任期と同じとする。 

 

第６章  会議 

（種類および開催時期） 

第 14 条 本連盟の会議は、常任執行委員会、執行委員会及び大会と

する。 

２ 会議は、委員長が必要に応じて招集する。 

３ 常任執行委員会、執行委員会は、構成員の２分の１以上の出席

をもって成立する。 

４ 常任執行委員会、執行委員会は、委員長がその議長となる。 

５ 大会は、P 会員をもって構成し、大会の議長、副議長は大会の

都度、委員長の推薦等の方法により大会出席者の中から互選す

る。 

 

 

（委嘱、職務、任期） 

第 13 条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章  会議 

（種類および開催時期） 

第 14 条 本連盟の会議は、常任執行委員会、執行委員会及び大会と 

する。 

２ 会議は、委員長が必要に応じて招集する。 

３ 常任執行委員会、執行委員会は、構成員の 2 分の 1 以上の出席

をもって成立する。 

４ 常任執行委員会、執行委員会は、委員長がその議長となる。 

５ 大会は、特別会員をもって構成し、大会の議長、副議長は大会

の都度、委員長の推薦等の方法により大会出席者の中から互選す

る。 
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（会議の議決） 

第 15 条 会議の議決は、出席した者の過半数の同意を以て決し、可

否同数のときは議長の決するところによる。 

 

（委任表決） 

第 16 条 やむを得ない理由のため、常任執行委員会、執行委員会に

出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について、委

任して表決することができる。 

２ 前項の場合における第 14 条第３項及び第 15 条の適用につい

ては、その役員は出席したものとみなす。 

 

（書面表決） 

第 17 条 委員長は、簡易な事項又は緊急を要する事項については書

面または口頭をもって賛否を求め、会議に代えることができ

る。 

 

第７章  資産及び会計 

（資産の構成） 

第 18 条 本連盟の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成す

る。 

(1) 設立当初寄附された財産 

(2) 設立後に寄附された財産 

(3) 通常会費、臨時会費 

（会議の議決） 

第 15 条 （略） 

 

 

（委任表決） 

第 16 条 （略） 

 

 

 

 

 

（書面表決） 

第 17 条 （略） 

 

 

 

第７章  資産及び会計 

（資産の構成） 

第 18 条 （略） 
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(4) 賛助金、寄付金等 

(5) 事業に伴う収入 

(6) その他の収入、動産及び不動産 

 

（資産の管理） 

第 19 条 本連盟の資産は、委員長が管理し、その管理方法は執行委

員会の議決を経て、委員長が定める。 

 

（予算及び決算） 

第 20 条 本連盟の毎年度の歳入歳出の予算は、年度開始前に常任執

行委員会の議決を経て、執行委員会の承認を得るものとし、歳

入歳出の決算は、事業年度終了３ヶ月以内に、その年度末財産

目録と共に、監事の監査を経て、執行委員会の承認を求めるも

のとする。 

 

（会計年度） 

第 21 条 本連盟の会計年度は、毎年１月１日から 12 月 31 日まで

とする。 

 

（細則） 

第 22 条 この規約に定めるもののほか、本連盟の運営上必要な細則

は、常任執行委員会の議決を経て、委員長が別に定める。 

 

 

 

 

 

（資産の管理） 

第 19 条 （略） 

 

 

（予算及び決算） 

第 20 条 （略） 

 

 

 

 

 

（会計年度） 

第 21 条 （略） 

 

 

（細則） 

第 22 条 （略） 
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第８章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第 23 条 この規約を変更する場合は、執行委員会の議決を経て、大

会の承認を得て変更する。 

 

（解散） 

第 24 条 本連盟を解散する場合は、執行委員会の議決を経て、大会

の承認を得て解散する。 

 

附則 

１．本規約は、平成 13 年 2 月 7 日より施行する。 

２．本会成立時の会員は、設立準備会の発起人をもってこれにあて

る。 

附則 

１．本規約は、平成 15 年 3 月 27 日より施行する。 

附則 

１．本規約は、平成 26 年 11 月 14 日より施行する。 

附則 

１．本規約は、平成 29 年 8 月 1 日より施行する。 

 

 

第８章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第 23 条 （略） 

 

 

（解散） 

第 24 条 （略） 

 

 

附則 

１．本規約は、平成 13 年 2 月 7 日より施行する。 

２．本会成立時の会員は、設立準備会の発起人をもってこれにあて 

る。 

附則 

１．本規約は、平成 15 年 3 月 27 日より施行する。 

附則 

１．本規約は、平成 26 年 11 月 14 日より施行する。 

附則 

１．本規約は、平成 29 年 8 月 1 日より施行する。 

附則 

１．本規約は、令和 7 年〇月〇日より施行する。 
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全国老人保健施設連盟会費規程の変更について 

現 行 変 更 案 

全国老人保健施設連盟会費規程 

 

平成 13 年 2 月 7 日 制  定 

平成 26 年 11 月 14 日 一部改正 

平成 27 年 10 月 6 日 一部改正 

平成 29 年 2 月 23 日 一部改正 

平成 29 年 8 月 1 日 一部改正 

 

 

第１条  この規程は、全国老人保健施設連盟（以下「連盟」とい

う。）規約第６条の規程に基づき、会員が連盟に納付する会

費の額を定めることを目的とする。 

 

第２条  会費は、Ｐ会員は１口年額 10 万円、Ａ会員は１口年額１

万円、Ｂ会員は１口年額 500 円とする。 

２  Ｂ会員の会費は、同一の法人若しくは施設に所属するＰ会員

又はＡ会員が一括して納付することができる。 

３  本連盟は、常任執行委員会の承認を経て、都道府県支部に対

し、その支部に所属する会員から前年度に納付されたすべての

会費の１/２に相当する額を政治活動費として交付する。 

４  都道府県において新たに支部を設立し、政治活動費の交付を

全国老人保健施設連盟会費規程 

 

平成 13 年 2 月 7 日 制  定 

平成 26 年 11 月 14 日 一部改正 

平成 27 年 10 月 6 日 一部改正 

平成 29 年 2 月 23 日 一部改正 

平成 29 年 8 月 1 日 一部改正 

令和 7 年〇月〇日 一部改正 

 

第１条  （略） 

 

 

 

第２条  会費は、特別会員は１口年額 10 万円、協力正会員は１口

年額１万円、一般会員は１口年額 500 円とする。 

２  一般会員の会費は、同一の法人若しくは施設に所属する特別

会員又は協力正会員が一括して納付することができる。 

３  本連盟は、常任執行委員会の承認を経て、都道府県支部に対

し、その支部に所属する会員から前年度に納付されたすべての

会費の１/２に相当する額を政治活動費として交付する。 

４  都道府県において新たに支部を設立し、政治活動費の交付を
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受けようとする場合は、その支部設立について、常任執行委員

会に届け出て、その承認を得るものとする。 

５  交付金を受けた支部は、管轄の都道府県選挙管理委員会に収

支報告書を提出する都度、連盟宛に、その写しとともに当該年

度の活動報告を提出しなければならない。 

６ 都道府県支部に対する交付金は、年１回、４月１日に別に定

める方法によって交付するものとし、分割、仮払い等は行わな

いこととする。 

 

第３条  前条に関わらず、外部有識者会員の会費は、これを免除す

ることができる。 

 

第４条  会費算定の期日は、当該年の１月１日現在とする。 

 

第５条  会費の納期は、原則として毎年３月末日とする。Ｐ会員

については、退会の届けがない限り、未納の会費を累積し

て請求するものとする。 

 

第６条  会費の徴収に関し必要な事項は、執行委員会の議決を経

て、委員長が定める。 

 

 

 

受けようとする場合は、その支部設立について、常任執行委員

会に届け出て、その承認を得るものとする。 

５  交付金を受けた支部は、管轄の都道府県選挙管理委員会に収

支報告書を提出する都度、連盟宛に、その写しとともに当該年

度の活動報告を提出しなければならない。 

６ 都道府県支部に対する交付金は、年１回、４月１日に別に定

める方法によって交付するものとし、分割、仮払い等は行わな

いこととする。 

 

第３条  （略） 

 

 

第４条  （略） 

 

第５条 会費の納期は、原則として毎年３月末日とする。 

 

 

 

第６条  （略） 

 

 

第７条  この規定を変更するときは、執行委員会の議決を経て、大

会の承認を得なければならない。 
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附則 

１．この規程は、平成 13 年 2 月 7 日から施行する。 

附則 

１．この規程は、平成 26 年 11 月 14 日より施行する。 

２．平成 26 年 11 月 14 日～12 月末日までに入会した者に限り、平

成 27 年度の会費は免除する。 

附則 

１．この規程は、平成 28 年１月１日より施行する。 

附則 

１．この規程は、平成 29 年 2 月 23 日より施行する。 

附則 

１．この規程は、平成 29 年８月 1 日より施行する。 

 

附則 

１．この規程は、平成 13 年 2 月 7 日から施行する。 

附則 

１．この規程は、平成 26 年 11 月 14 日より施行する。 

２．平成 26 年 11 月 14 日～12 月末日までに入会した者に限り、平

成 27 年度の会費は免除する。 

附則 

１．この規程は、平成 28 年１月１日より施行する。 

附則 

１．この規程は、平成 29 年 2 月 23 日より施行する。 

附則 

１．この規程は、平成 29 年８月 1 日より施行する。 

附則 

１．この規程は、令和 7 年〇月〇日より施行する。 

 

 


